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諮問番号：令和元年度諮問第１号 

答申番号：令和元年度答申第１号 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   審査請求人が令和元年９月１１日（同年１０月３日補正）付けで提起した処分庁

下野市長による令和元年７月１２日付令和元年度国民健康保険税賦課決定処分（以

下「本件処分」という。）に対する審査請求（以下「本件審査請求」という。）は棄

却するのが相当であるとする審査庁の裁決の考え方は、妥当である。 

 

第２ 審査関係人の主張の要旨 

１ 審査請求人の主張 

   審査請求人の主張は、概ね次のとおりである。 

  （１）平成２８年度及び平成２９年度国民健康保険税納税通知書に「所得割率…

被保険者の前年中の総所得額から基礎控除額を控除した後の額に掛ける税率

です。」との記載がある。 

  （２）（１）の記載に基づき、平成２８年度及び平成２９年度市・県民税納税通知

書における総所得金額により検算を行ったところ、それぞれ当該年度の国民

健康保険税の所得割額に合致した。 

  （３）平成２９年に、次年の国民健康保険税に係る改訂通知はなかった。 

  （４）ゆえに、平成３０年中の所得に係る令和元年度国民健康保険税の算定にお

いても（２）と同様に算定すべきであり、令和元年度市・県民税納税通知書

の総所得金額欄に記載のある額から基礎控除額である３３０，０００円を控

除した額が所得割基礎額となるべきであり、分離譲渡所得を所得割基礎額に

加算した本件処分は誤りである。 

  （５）以上のことから、本件処分の取消しを要求する。 

２ 処分庁の主張 

   処分庁の主張は、概ね次のとおりであり、本件処分に違法、不当な点はないと

して、本件審査請求を棄却するよう、求めている。 

 （１）国民健康保険税額は、下野市国民健康保険税条例（平成１８年下野市条例

第６１号。以下「条例」という。）第２条第１項の規定により、基礎課税額、

後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の合算額となる。 

  （２）また、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額は、

それぞれの所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額となる

（条例第３条から第９条の３まで（第４条、第７条及び第９条を除く。））。 
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  （３）（２）の課税額ごとの合算額が当該課税額の賦課限度額を超える場合には、

賦課限度額を課税額とする。 

  （４）上記により、審査請求人の令和元年度国民健康保険税を算定したものであ

る。  

  （５）なお、審査請求人が主張する分離譲渡所得については、地方税法（昭和２

５年法律第２２６号。以下「法」という。）附則第３６条第１項及び条例附則

第８項の規定により、国民健康保険税の所得割額算定において総所得額に加

える事が規定されている。 

 

第３ 審理員意見書の要旨 

１ 審理員意見書の結論 

本件処分は、関係法令の規定及びその解釈に基づき適正に行われており、本件

審査請求には理由がないから、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第４

５条第２項の規定により、棄却するのが相当である。 

 ２ 審理員意見書の理由 

  （１）審査請求人は、本件処分の国民健康保険税額の算定にあたっては、分離譲

渡所得を除外した総所得金額に所得割率を乗じて算定すべき、具体的には

市・県民税納税通知書の総所得金額から基礎控除額３３０，０００円を控除

した金額が所得割基礎額になるべきものであると主張する。 

（２）（１）の主張は、平成２８年度及び平成２９年度の市・県民税納税通知書に

記載された総所得金額を基に、審査請求人が当該年度の国民健康保険税額を

「検算した」結果を前提としているものである。 

（３）確かに、審査請求人の平成２８年度及び平成２９年度の住民税課税状況確

認票に記載された総所得金額を基に、各当該年度の国民健康保険税額を算定

した場合、審査請求人の当該年度の国民健康保険税額となる。 

（４）しかし、これは、平成２８年度及び平成２９年度市・県民税の算定対象と

なる各前年の平成２７年中及び平成２８年中にそれぞれ分離譲渡所得が無か

ったことによるものであり、これを根拠とした国民健康保険税額の算定にあ

たっては分離譲渡所得を除外した総所得金額に所得割率を乗じて算定すべき

という審査請求人の主張は、審査請求人独自の解釈であると言わざるを得ず、

また、審査請求人の主張するような国民健康保険税額の算定について定めた

法的根拠は存在しない。 

（５）また、審査請求人は、弁明書に対する反論書において、「法令事前通知のな

い『法令に従って賦課』を否認」すると述べており、これは主張の意図が不

明瞭であるが、事前に法令の改正等について納税義務者に対し通知がない賦

課は違法又は不当であるとする主張であると解される。 

（６）しかし、本件処分について、事前通知を義務付ける法及び条例の規定は存
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在せず、この主張には根拠がない。 

（７）他に本件処分に違法又は不当な点は認められない。 

 

第４ 調査審議の経過 

   令和２年１月１０日 審査庁から諮問書を受理 

   令和２年２月２１日 調査審議（第１回審査会） 

   令和２年３月 ６日 答申書調整（第２回審査会） 

 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 審査手続の適正性 

   本件審査請求について、審理員による適正な審理手続が行われたものと認めら

れる。 

 ２ 裁決についての考え方の適正性 

 （１）本件に係る法令等の規定について 

    ア 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額は、条例第２条第１項の規

定により、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算

定した基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税被保険

者につき算定した介護納付金課税額の合算額とすることとされている。ま

た、それぞれの課税額は同条第２項から第４項までの規定により、所得割

額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とすることとされ

ている。 

    イ アのそれぞれの課税額における所得割額は、条例第３条第１項、第６条

及び第８条の規定により、賦課期日の属する年の前年の所得に係る法第３

１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同

条第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計

額に、それぞれ国民健康保険の被保険者につき算定した基礎課税額にあっ

ては１００分の６．３を、後期高齢者支援金等課税額にあっては１００分

の２．２を、介護納付金課税額にあっては１００分の１．９を乗じて算定

することとされている。 

    ウ また、国民健康保険の被保険者につき算定した基礎課税額、後期高齢者

支援金等課税額及び介護納付金課税被保険者につき算定した介護納付金課

税額については、それぞれ賦課限度額が定められており、ア及びイで算定

した額が当該賦課限度額を超える場合には、当該賦課限度額がそれぞれ課

税額となる。 

  （２）課税における譲渡所得の取扱いについて 

    ア 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３１条第１項において、

個人が所有する土地又は建物等で、譲渡した年の１月１日現在で所有期間
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が５年を超える場合、当該譲渡による譲渡所得については、これを長期譲

渡所得として他の所得と区分し、その金額の１００分の１５に相当する金

額に相当する所得税を課すという、長期譲渡所得の分離課税について規定

されている。 

また、市・県民税についても法第３１３条第２項により、所得税法（昭

和４０年法律第３３号）その他の所得税に関する法令の規定による計算の

例によって算定するものとされ、法附則第３４条第４項により、分離課税

が採用されている。 

    イ 所得税や市・県民税の場合と異なり、国民健康保険税の課税額における

分離譲渡所得については、法附則第３６条第１項及び条例附則第８項によ

り、国民健康保険税の所得割算定において総所得額に加えることが規定さ

れている。 

ウ よって、本件処分において、分離課税の対象となる長期譲渡所得につい

ては国民健康保険税の税額算出基礎から除外されるべきとする審査請求人

の主張には法的根拠がない。 

エ また、審査請求人が提出した弁明書に対する反論書においての「当該納

税通知書における総所得金額についての詳細記載がない。」という旨の主張

は、処分庁の事務執行に対する要望と認められる。さらに「職員のように

法令集を支給されておらず、職員のように法令を知り得ることができない

ため、法令事前通知のない『法令に従って賦課』を否認する。」という旨の

主張については、事前に納税義務者に対し法令及び法令等の改正について

通知がない賦課は違法又は不当であると解されるが、本件処分について、

法令集の支給及び事前通知を義務付ける法令等の規定は存在しないため、

審査請求人の主張には理由がない。 

オ なお、法令等が成立した場合、その内容を公表して、一般に人が知るこ

とができる状態におくこととする公布については、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１６条第４項の規定に基づき、下野市においては、下

野市公告式条例（平成１８年下野市条例第３号）第２条第２項の規定によ

り、下野市笹原２６番地の下野市役所にある掲示場に掲示して条例の公布

を行うことで、一般に人が知ることができる状態においている。 

３ 結論 

以上のことから、当審査会は「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

                          下野市行政不服審査会 

                             会長 溝邉 岳秋 

                             委員 手塚 英男 

                             委員 稲生 芳弘 


